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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調節機構であって、
　車両上の蓋付口（ＢＯ）を少なくとも部分的に閉じる閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）
であって、該閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）が開いた状態では、前記蓋付口（ＢＯ）を
介して、液体、特に、燃料を充填するためのライン及び／又はポートを接続するための接
続部材（Ａ）にアクセス可能となる閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）と、
　操作者制御イベントに応じた外力により、前記閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）を調節
するための駆動装置（３）とを含み、
　前記駆動装置（３）に電子制御ユニット（７）が接続されており、
　該電子制御ユニット（７）は、
　非接触式検出される操作者制御イベントに応じて、前記駆動装置（３）を起動して前記
閉鎖フラップ（Ｋ）を開き、
　一方で、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の調節経路に
おける障害物が、非接触式で挟み込み防止機構により検出されると、前記駆動装置（３）
を自動的に停止させるか又は逆作動させる、調節機構において、
　前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開く操作者制御イベントを検出するために使用され、前記挟
み込み防止機構の一部としても使用される、少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、
１２、１３、１４）を備え、
　前記電子制御ユニット（７）が、
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　　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１
ｂ、１１、１２、１３、１４）により取得される測定値が、閾値を超えたか否かを評価し
、
　　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１
ｂ、１１、１２、１３、１４）により取得される少なくとも１つの測定値を、期待値と比
較するように構成されていることを特徴とする、調節機構。
【請求項２】
　請求項１に記載の調節機構において、調節経路に沿った前記閉鎖フラップ（Ｋ）の異な
る位置についての期待値がそれぞれ記憶されているメモリを備え、前記電子制御ユニット
（７）は、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１
ｂ、１１、１２、１３、１４）により取得された測定値を、前記記憶されている期待値と
位置解析を伴って比較するように構成されていることを特徴とする、調節機構。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の調節機構において、前記閾値を少なくとも所定の期間超える場
合、前記電子制御ユニット（７）が、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の開放を引き起こすように
構成されていることを特徴とする、調節機構。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の調節機構において、前記電子制御ユニット（７）
に接続されている少なくとも２つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）を備え
ることを特徴とする、調節機構。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の調節機構において、前記少なくとも２つの電極（
１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）及び前記電子制御ユニット（７）が、
　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために、操作者制御イベントとして、前記閉じて
いる閉鎖フラップ（Ｋ）の周囲で実行されるユーザの特定のジェスチャを検出し、
　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の調節経路に障
害物があるかを非接触式で判定するために、測定値を取得し、それらを、前記電子制御ユ
ニット（７）に記憶されている期待値と比較するように構成されていることを特徴とする
、調節機構。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の調節機構において、前記電子制御ユニット（７）が、前記閉鎖
フラップ（Ｋ）を開くために、異なる電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）によ
り取得された測定値が、所定の配列で、第１及び第２の閾値を超えるか否かを評価するよ
うに構成されていることを特徴とする、調節機構。
【請求項７】
　調節機構であって、
　車両上の蓋付口（ＢＯ）を少なくとも部分的に閉じる閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）
であって、該閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）が開いた状態では、前記蓋付口（ＢＯ）を
介して、液体、特に、燃料を充填するためのライン及び／又はポートを接続するための接
続部材（Ａ）にアクセス可能となる閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）と、
　操作者制御イベントに応じた外力により、前記閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）を調節
するための駆動装置（３）とを含み、
　前記駆動装置（３）に電子制御ユニット（７）が接続されており、
　該電子制御ユニット（７）は、
　非接触式検出される操作者制御イベントに応じて、前記駆動装置（３）を起動して前記
閉鎖フラップ（Ｋ）を開き、
　一方で、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の調節経路に
おける障害物が、非接触式で挟み込み防止機構により検出されると、前記駆動装置（３）
を自動的に停止させるか又は逆作動させる、調節機構において、
　前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開く操作者制御イベントを検出するために使用され、前記挟
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み込み防止機構の一部としても使用される、少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、
１２、１３、１４）を備え、
　前記少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）が、
　　（ａ）操作者制御イベントを検出するために、前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くための
測定値を取得するために使用され、
　　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、電磁遮蔽に使用されることを特徴とす
る、調節機構。
【請求項８】
　請求項７に記載の調節機構において、少なくとも１つの更なる電極（１４、１３、１２
、１１、１ｂ、１ａ）を、前記挟み込み防止機構の一部として備え、それによって、閉じ
られる前記閉鎖フラップ（Ｋ）の前記調節経路に障害物があればそれを検出するための測
定値が取得され、操作者制御イベントを検出して前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために使
用される前記電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）は、前記閉鎖フラップ（Ｋ）
が閉じる際に、前記少なくとも１つの更なる電極（１４、１３、１２、１１、１ｂ、１ａ
）の保護電極として使用されることを特徴とする、調節機構。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の調節機構において、少なくとも３つの前記電極（１ａ、１ｂ、
１１、１２、１３、１４）を備え、前記電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）及
び前記電子制御ユニット（７）が、
　　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために、前記電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、
１３、１４）の一部により、閉じている前記閉鎖フラップ（Ｋ）の周囲で実行されるユー
ザの特定のジェスチャを操作者制御イベントとして検出し、
　　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）の前記調節経路に障害物があれば、これを非接触式で
判定するために、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、他の一部の前記電極（１ａ、１
ｂ、１１、１２、１３、１４）により測定値を取得し、該測定値を、前記電子制御ユニッ
ト（７）に記憶されている期待値と比較することを特徴とする、調節機構。
【請求項１０】
　請求項９に記載の調節機構において、少なくとも２つの前記電極（１ａ、１ｂ、１１、
１２、１３、１４）が、前記ジェスチャを検出するために設けられ、２つの前記電極（１
ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）が、障害物があれば、これを検出するために設けら
れ、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じている場合に前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くジェスチ
ャを検出するために使用される少なくとも１つの電極（１１、１２、１３、１４）が、前
記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、保護電極として使用されるように設けられることを
特徴とする、調節機構。
【請求項１１】
　請求項８又は１０に記載の調節機構において、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に保
護電極として使用される前記少なくとも１つの電極（１１、１２、１３、１４）が接地さ
れていることを特徴とする、調節機構。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の調節機構において、前記電子制御ユニット（７
）に接続されている少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）が、
前記調節機構（Ｖ）の接続素子（Ａ）及び／若しくはポートを有する支持構造（Ｔ）中に
、又は、前記閉鎖フラップ（Ｋ）上に配置されていることを特徴とする、調節機構。
【請求項１３】
　閉鎖フラップ（Ｋ）の調節移動を制御する方法であって、
　前記閉鎖フラップ（Ｋ）は、該閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）が開いている場合に、
液体、特に、燃料を充填するためのライン及び／又はポートを接続するための接続部材（
Ａ）へのアクセスを可能とする車両上の蓋付口（ＢＯ）を少なくとも部分的に閉じ得るも
のであり、駆動装置（３）による外力により調節され得るものである、方法であって、
　一方で、前記駆動装置（３）は、非接触式で検出される操作者制御イベントに応じて、
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前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くように作動し、他方で、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる
際に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の調節経路の障害物が挟み込み防止機構により非接触式で
検出された場合、自動的に停止されるか又は逆作動する、方法において、
　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために、少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１
１、１２、１３、１４）により取得される測定値が、閾値を超えたか否かを評価し、
　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ
、１１、１２、１３、１４）により取得される少なくとも１つの測定値を、期待値と比較
することを特徴とする、方法。
【請求項１４】
　閉鎖フラップ（Ｋ）の調節移動を制御する方法であって、
　前記閉鎖フラップ（Ｋ）は、該閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）が開いている場合に、
液体、特に、燃料を充填するためのライン及び／又はポートを接続するための接続部材（
Ａ）へのアクセスを可能とする車両上の蓋付口（ＢＯ）を少なくとも部分的に閉じ得るも
のであり、駆動装置（３）による外力により調節され得るものである、方法であって、
　一方で、前記駆動装置（３）は、非接触式で検出される操作者制御イベントに応じて、
前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くように作動し、他方で、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる
際に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の調節経路の障害物が挟み込み防止機構により非接触式で
検出された場合、自動的に停止されるか又は逆作動する、方法において、
　少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）を、
　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）の開放を引き起こす操作者制御イベントを検出するため
に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くための測定値を取得するために使用し、
　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、電磁遮蔽に使用することを特徴とする、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段部分に記載された調節機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような調節機構は、車両上の蓋付口を少なくとも部分的に閉じるための少なくとも
１つの閉鎖フラップを有する。閉鎖フラップが開いている場合、蓋付口を介して、液体、
特に、燃料を充填するためのライン及び／又はポートを接続するための接続部材にアクセ
ス可能となる。閉鎖フラップは、例えば、ワイピング液又はオイルを充填するためのポー
トにアクセス可能となる、車両上のタンクフラップ又はタンクカバーである。同様に、閉
鎖フラップは、電気自動車における充填ケーブル用の接続ソケットを保護する状態で覆う
カバーフラップ又はカバーであってもよい。車両の車体構造上の窪み又は空洞には、例え
ばタンク開口又は接続ソケットが存在するが、通常、閉鎖フラップにより覆われる。
【０００３】
　オートメーションの発展の結果として、快適性を改善するために、このような車両上の
閉鎖フラップは、今日では、一般的な電気モータ出力駆動による外力によって作動させ、
調節することができる。このようなソリューションは、例えば、特許文献１に示されてい
る。
【０００４】
　実務上従来公知であり、このような閉鎖フラップを有する調節機構は、比較的高価で、
かつ／又は、大きな機械的調節システムを有し、これは窪み／空洞の内部又はそれに隣接
する部分に大きな取付け空間を要し、操作を困難にしている。特許文献１の調節機構は、
この点において顕著な改善を既に構成している。ただし、操作者の制御の快適性を向上さ
せる点に関しては、このような調節機構には改善の余地がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１５／１１４１５４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明は、この点において改善され、より容易にかつ／又は確実に操作し
得る、閉鎖機構を利用可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は、請求項１に記載の調節機構により達成される。
【０００８】
　本発明によれば、車両上の蓋付口を少なくとも部分的に閉じる閉鎖フラップ（フラップ
蓋）を含む調節機構が提供される。閉鎖フラップが開いている場合、液体を充填するため
のライン及び／又はポートを接続するための接続部材は、蓋付口を介してアクセス可能と
なる。また、調節機構は、操作者制御イベントに応じた外力により、閉鎖フラップを調節
するための駆動装置と、駆動装置に接続されている電子制御ユニットとを含む。この点に
関し、制御ユニットにより、駆動装置は、一方で、非接触式で検出される操作者制御イベ
ントに応じて閉鎖フラップを開くように作動でき、一方で、閉鎖フラップが閉じる際に、
閉鎖フラップの調節経路において、障害物が、挟み込み防止機構により非接触式で検出さ
れた場合には、閉鎖フラップは自動的に停止される又は逆戻りすることができる。　
【０００９】
　したがって、本発明による調節機構において、閉じている閉鎖フラップを開くのに決定
的な操作者制御イベントを非接触で検出するセンサシステムが、閉鎖フラップが閉じる調
節経路に障害物がある場合にこれを検出し得る挟み込み防止機構と組み合わされる。この
点について、挟み込み防止機構は、例えば、ユーザの手が閉じようとする閉鎖フラップと
車両の車体構造の一部との間で挟まれるのを防止する。ここでは、障害物の検出も、非接
触式で、好ましくは、静電容量又は電磁誘導を利用して行われる。
【００１０】
　ポートは、好ましくは、車両に消耗品を充填するために設計され、設けられる。消耗品
は、例えば、車両駆動用のエネルギー担体、例えば、燃料、特に、ガソリン、ディーゼル
、圧縮空気若しくは水素等、又は、消耗液、例えば、エンジンオイル、冷却液、若しくは
フロントガラスワイパーシステム用のワイピング液等であってもよい。一方、接続部材は
、好ましくは、ラインを接続するために設計され、設けられる。その結果として、接続部
材は、この構成において、特に、車両の電池、特に、電気自動車又はハイブリッド自動車
の電池を充填するための充電ケーブルの接続可能性であると理解される。
【００１１】
　１つの例示的な実施形態では、少なくとも１つの電極が提供され、これは閉鎖フラップ
を開くための操作者制御イベントの検出に使用されるとともに、挟み込み防止機構の一部
の両方として使用される。したがって、少なくとも１つの電極は、二重の機能を有し、一
方で、操作者制御イベントを検出するために機能し、他方で、挟み込み防止機構の一部を
形成する。
【００１２】
　この点に関して、１つの変形例によれば、電子制御ユニットが、
　（ａ）閉鎖フラップを開くために、少なくとも１つの電極により取得される測定値が、
閾値を超えたか否かを評価し、
　（ｂ）閉鎖フラップが閉じる際に、少なくとも１つの電極により取得される少なくとも
１つの測定値を、期待値と比較するように構成されていてもよい。
【００１３】
　したがって、閉鎖フラップが閉じている場合、少なくとも１つの電極は、閉鎖フラップ
における操作者制御イベントを決定するため、例えば、測定された静電容量についての特
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定の閾値が、記憶されている閾値を超えたか否かを単にチェックするためにまず使用され
る。例えば、閉鎖フラップ周囲において測定される静電容量の変化は、閉鎖フラップに手
を近づけた結果として生じる。例えば、閉鎖フラップの開放が特定のジェスチャによって
のみトリガーされ得る場合、測定された静電容量が記憶されている閾値を超えると、これ
は、操作者制御イベントとして、又は、少なくとも、操作者制御イベントが生じた可能性
についての第１の指標として評価される。したがって、閉鎖フラップが閉じている場合、
操作者制御イベント検出のため、少なくとも１つの電極により絶対値の測定が行われる。
【００１４】
　基本的に、操作者制御イベントの検出のために記憶されている閾値は、特に調節機構の
作動時間にわたって、外部環境の変化する条件の関数として適用できる。具体的には、閾
値は、閉鎖フラップの領域における（外部）温度又は湿度の関数として適用できる。この
目的で、一実施形態において、電子制御ユニットは、例えば、温度又は湿度についての少
なくとも１つの測定値を供給する少なくとも１つのセンサに接続され、制御ユニットは、
閾値をこの少なくとも１つの測定値の関数とし適用するように構成され、すなわち、閾値
を大き、又は、小さくし、あるいは閾値を新しい、すなわち、新たに算出された閾値に置
換するように構成されている。
【００１５】
　変化した環境条件に基づく閾値の適用形態としては、閉鎖フラップが適切に閉じている
場合には、基礎測定値、例えば、基礎静電容量が測定され、閾値はその関数として適用さ
れる実施形態も含まれる。例えば、閉鎖フラップが閉じている場合に、この基礎測定値が
許容可能とされる値（許容値）を超えて変化した場合、基礎測定値が更新され、閾値も、
対応する度合いに適用される。一変形例において、調節機構が作動する場合、特に、アイ
ドルモード又はスリープモードから起動する場合に、閾値は、測定された基礎静電容量の
関数として自動的に適用される。
【００１６】
　閉鎖フラップの開放時には、上記少なくとも１つの電極により取得された測定値は、少
なくとも１つの記憶されている期待値又は参照値と比較され、これによって仮に測定値が
許容値を超えるずれを生じた場合には、閉鎖される閉鎖フラップの調節径路に障害物が存
在すると推定される。ここで、期待値は、開かれた閉鎖フラップを中断なしに、すなわち
、障害しに、閉位置へ調節移動するためのセットポイント測定値を構成する。
【００１７】
　この意味で、その調節経路に沿った異なる閉鎖フラップの位置での期待値がそれぞれ記
憶されたメモリを設け、閉鎖フラップを閉じる際に、少なくとも１つの電極により取得さ
れた測定値を、記憶されている期待値と対比して位置解析を行うように電子制御ユニット
を構成してもよい。これにより、異なる位置それぞれにおいて、測定値が記憶された期待
値にどの程度対応するのかが確認される。許容不能なずれが検出された場合、閉じつつあ
る閉鎖フラップの調節経路に障害物があると判定される。
【００１８】
　１つの発展形において、電子制御ユニットの評価ロジックは、期待値から逸脱する個々
の測定値を基にする診断処理により、閉鎖機構に誤作動がないかを判定するようにも構成
されている。この変形例において、電子制御ユニットは、閉鎖フラップが閉じる際に取得
された測定値と、記憶されている期待値を比較して、閉鎖フラップの調節経路に障害物が
存在するか否か、また例えば、磨耗により、閉鎖フラップの正確な調節続行できないかど
うかを評価するように構成されている。閉鎖フラップが開く際にも診断処理を実行できる
。　
【００１９】
　調節機構のメモリに記憶される期待値は、例えば、障害物がない状態で、閉鎖フラップ
を開放位置から閉鎖位置へ、あるいは閉鎖位置から開放位置へ、一または複数回調整した
場合に較正を行うことにより、記憶される。この意味で、この意味で、調節機構の動作中
に、記憶されている期待値を適用した調節を、少なくとも１回の後に行われる無障害調節
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時に行うこともできる。例えば、この目的で、閉鎖フラップの閉位置又は開位置への無障
害調節時の各場合に、記憶されている期待値を上書きし、結果として、任意の磨耗現象又
は環境条件の変化に適用し得るようにしてもよい。あるいは、記憶されている期待値の各
場合に対応する適用は、特定回数の調節サイクルが障害なしに行われた後に行ってもよい
。よって、例えば、５回、１０回、またはそれ以上の回数の調節サイクル毎に記憶されて
いる期待値を適用してもよい。
【００２０】
　当然ながら、メモリに記憶された少なくとも１つの期待値の適用は、新たに取得された
期待値の単純な上書きのみによらずしても行うことができる。むしろ記憶されている期待
値を適用した調節では、状況に応じ、特定の可変的オフセット値を入力して期待値を形成
しメモリに記憶してもよい。このようなオフセット値は、例えば、閉鎖フラップの領域に
おける温度変化及び湿度上昇に関し、その結果として、特に測定される静電容量値が変化
することを許容する。
【００２１】
　少なくとも１つの電極は、閉鎖フラップが閉じている場合、起動イベントに応じて、電
子制御ユニットの起動をトリガーするためにも使用できる。したがって、エネルギー節約
のため、（例えば複数の電極のうち１つのみがアクティブとなる）スリープモードで電子
制御ユニットを動作させることがでる。例えば、ユーザの手が閉じている閉鎖フラップに
近づくことにより、この１つの電極で静電容量の増大が検出されると、電子制御ユニット
が起動して動作モードに替り、同モードにおいて他の電極も作動し、操作者制御イベント
の発生があるか閉鎖フラップの周囲をモニターするために、それらの電極の測定値が電子
制御ユニットにより評価される。
【００２２】
　調節機構の少なくとも１つの電極が、電子制御ユニットをスリープモードからアクティ
ブな動作モードに切り替えるための起動イベントの検出と、操作者制御イベントの検出と
の両方のために使用される場合、電子制御ユニットにおけるこの１つの電極に少なくとも
２つの閾値を保存してもよい。閉鎖フラップの周囲において電極により測定された静電容
量が、制御ユニットのスリープモードにおける（比較的低い）閾値を超えた場合、これは
、起動イベントとして評価される。その後、電子制御ユニットが起動し、その後この電極
を用いて（比較的高い第１の）閾値を超える静電容量が測定されると、これは、操作者制
御イベント又は少なくとも操作者制御イベントの一部として評価される。操作者制御イベ
ントの一部として評価する場合、例えば、閉鎖機構の少なくとも１つの更なる電極で測定
される静電容量の（第２の）閾値を超える必要があり、したがって、これは、第１の電極
について測定された静電容量値の超過に対し特定の時系列で生じる必要がある。異なる電
極で測定された静電容量の変化が特徴的なサイズ及び順序で生じた場合、閉鎖フラップの
周囲における特定のジェスチャ、例えば、ユーザの手により実行され、閉鎖フラップを開
くためのトリガーとして機能するワイプ動作（掃過動作）が行われたことを判定すること
ができる。
【００２３】
　何らかの不適切なトリガーが生じることを避けるために、一変形例においては、少なく
とも所定の期間に少なくとも１つの取得された測定値により（各）閾値を超えた場合に、
閉鎖フラップの開放のみをトリガーし、及び／又は、「起動」のみを行うように電子制御
ユニットは構成されている。これには、好ましくは、（時間をおかずに）連続して測定さ
れた特定数（複数）の測定値がそれぞれ閾値を越え、結果として、（各）閾値が所定の期
間超過されると判断される場合も含まれる。
【００２４】
　上述のように、特に、閉鎖フラップの周囲で実行される操作者制御イベントとしてのジ
ェスチャを非接触で検出するために、電子制御ユニットに接続されている少なくとも２つ
の電極を設けることが好ましい。
【００２５】
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　　可能な一実施形態において、上記少なくとも２つの電極及び電子制御ユニットが、例
えば、
　　（ａ）閉鎖フラップを開くために、閉じている閉鎖フラップの周囲で実行されるユー
ザの特定のジェスチャを操作者制御イベントとして検出し、
　　（ｂ）閉鎖フラップが閉じる際に測定値を取得し、それらを電子制御ユニットに記憶
された期待値と比較して、閉鎖フラップの調節経路に障害物があれば、これを非接触式で
判定するように構成されている。
【００２６】
　ここで、電子制御ユニットは、閉鎖フラップを開くために、異なる電極により取得され
た測定値が、所定の順序で、第１及び第２の閾値を超えたか否かを評価するように構成さ
れていてもよい。これによって、例えば、ユーザの手が、最初に１つの電極上にあり、つ
いでそれとは（空間的に）離れた他の電極上にあることによる静電容量値の増大が測定さ
れるワイプ動作を、非接触式で検出することができる。
【００２７】
　一実施形態において、少なくとも1つの電極は、
　（ａ）操作者制御イベントを検出するために、閉鎖フラップを開くための測定値を取得
するために使用され、
　（ｂ）閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、電磁遮蔽に使用される。
【００２８】
　ここでは、各電極は、電子制御ユニットにより対応して作動し、二つの操作モードにお
いて異なって用いられ、一方では、閉鎖フラップの開放をトリガーする操作者制御イベン
トを検出するための測定値を取得するために使用され、他方では、閉鎖フラップを閉じる
際に、閉じつつある閉鎖フラップの調節経路に生じうる障害物を検出するために使用され
る別の電極の電界に影響を及ぼす保護電極として使用される。したがって、ここで、少な
くとも１つの電極は、一方では、閉鎖フラップを開く操作者制御イベントを検出するため
に使用され、他方では、閉じつつある閉鎖フラップの調節経路に生じうる障害物を少なく
とも１つの更なる電極による検出を改善するための保護電極として使用される。したがっ
て、閉鎖フラップを開くために使用される一方の電極は、挟み込み防止機構の一部でもあ
るが、ここでは、それ自体は、障害物を検出するためには使用されず、その代わりに、保
護電極として使用される。
【００２９】
　これを背景として、１つの発展形では、挟み込み防止機構の部品としての少なくとも１
つの更なる電極が提供される。この電極により、閉じられる閉鎖フラップの調節経路に障
害物があればこれを検出するための測定値が取得される。この場合、閉鎖フラップを開く
際に操作者制御イベントを検出するために使用される電極は、閉鎖フラップが閉じる際に
、この少なくとも１つの更なる電極のための保護電極として使用される。
【００３０】
　この変形例では、ジェスチャが閉鎖フラップを開くための操作者制御イベントとしても
評価可能である。この目的で、例えば、少なくとも３つの電極が設けられる。そして、こ
れらの電極及び電子制御ユニットは、
　（ａ）閉鎖フラップを開くために、一部の電極により、閉じている閉鎖フラップの周囲
で実行されるユーザの特定のジェスチャを操作者制御イベントとして検出し、
　（ｂ）閉鎖フラップが閉じる際に、他の一部の電極により測定値を取得し、測定値を、
電子制御ユニットに記憶されている期待値と比較して、閉鎖フラップの調節経路に障害物
がある場合に非接触式で判定するように構成されている。
【００３１】
　したがって、少なくとも２つの電極が、ジェスチャを検出するために設けられ、電極の
うちの２つが、障害物を検出するために設けることができる。この場合、閉鎖フラップが
閉じている場合に該閉鎖フラップを開くジェスチャを検出するために使用される少なくと
も１つの電極が、閉鎖フラップが閉じる際に、保護電極として使用され、よって保護電極
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として動作する。
【００３２】
　この意味で、例えば、第１及び第２の電極は、ジェスチャの検出に使用される。閉鎖フ
ラップが閉じる際に、第１の電極及び第３の電極は、閉じつつある閉鎖フラップの調節経
路において生じうる障害物の静電容量による検出に使用される。そして第２の電極は、閉
鎖フラップが閉じる間は、保護電極として機能する。
【００３３】
　ここでは、閉鎖フラップが閉じる際に、保護電極として使用される少なくとも１つの電
極は接地しているべきである。
【００３４】
　１つの発展形において、例えば、４つの電極が提供される。この構成では、２つの電極
は、閉鎖フラップが閉じる際に、操作者制御イベントの検出に使用され、他の２つの電極
は、閉鎖フラップが閉じる際に、障害物があれば検出して、挟み込みの可能性を感知する
ために使用される。閉鎖フラップが開かれる際には、操作者制御イベントの検出に使用さ
れる電極のみが参照される。閉鎖フラップが閉じられる際には、他の２つの電極が参照さ
れる。閉鎖フラップが閉じる間に、車両の車体構造に対して電極により測定され得る静電
容量は変化する。
【００３５】
　障害物がない場合に対応して測定される静電容量の変化量は期待値を構成し、この期待
値は障害物がない調節の場合に維持される。閉鎖フラップが閉じる際の測定を改善するた
め、操作者制御イベントを検出するために使用された２つの電極は、閉鎖フラップが閉じ
られる際には、保護電極として使用される。したがって、これらの電極において、検出機
能と遮蔽機能との間にわたる切替えが、閉鎖フラップの調節位置（閉／開）又は調節方向
（開位置への向き／閉位置への向き）の関数として行われる。
【００３６】
　少なくとも１つの電極によるこの遮蔽を使用して、ここでは、例えば特に容易な方法に
より、閉鎖フラップが閉じる際に、該閉鎖フラップの外側に存在するいかなる物体も、閉
鎖フラップと閉鎖フラップの内側の車体構造との間に挟まれ得る障害物として間違って検
出されないようにすることができる。　
【００３７】
　好ましい一実施形態では、閉鎖フラップは、プラスチック材料から製造される。これに
より、静電容量の感知が容易になる。
【００３８】
　電極は、基本的には、例えば、リードフレーム、銅ストリップ、又は銅ホイルにより形
成できる。また、少なくとも１つの電極は、調節機構の支持構造を構成する材料、例えば
、筐体部の材料に埋め込むこともできる。この構成では、電極は、筐体部を製造するため
に利用される（プラスチック）材料を使用した射出成形により封入できる。あるいは、予
め仕上げられている支持構造又は筐体部に、少なくとも１つの電極を取り付けてもよく、
例えば接着してもよい。
【００３９】
　電子制御ユニットの電源及び／又はバスラインへのリードフレームの接続は、例えば、
リードフレーム上の圧入ピンにより行われ得る。同様に、駆動装置のモータ接触子も、圧
入ピン又はダイレクト回路基板プラグと呼ばれる手段により接続できる。特に、このため
、センサデバイスは、回路基板を備えてもよく、これを用いて駆動装置のモータ接触子が
接続される。回路基板が使用され、特に、リードフレームから形成されたものではない電
極が使用される場合、電極と回路基板との間の電気的接触は、プラグ型コネクタ又は圧接
部によっても形成できる。
【００４０】
　センサデバイスの回路基板は、調節機構の支持構造上に配置されることが好ましい。電
極が操作者制御イベントを検出する静電容量式又は誘導式感知デバイスの一部として形成
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される場合、一実施形態では、閉鎖フラップの調節のために操作者制御イベントを非接触
式で検出し得るセンサ面は、回路基板の後部上方に形成される。
【００４１】
　適切に取り付けられた状態にある調節機構の電極を隠すために、少なくとも電極を覆う
パネル部を設けてもよい。ここで、パネル部は、一体的に射出成形されるプラスチック材
料により、又は、後で取り付けられるパネルにより形成することができる。
【００４２】
　１つの変形例において、パネル部は、調節機構の接続部材及び／又はポートを有する領
域上にも少なくとも部分的に延在している。このようにして、閉鎖フラップが開いている
場合にユーザに面する均一な表面は、比較的容易に得ることができる。複数の電極が存在
する場合、それらも、同じパネル部により保護される状態で覆うことができる。　
【００４３】
　電子制御ユニットに接続され、それにより閉鎖フラップを開くための操作者制御イベン
トが検出され、及び／又は、閉鎖フラップが閉じる際に挟み込み防止機構の一部として動
作する少なくとも１つの電極は、調節機構の接続部材および/またはポートを有する支持
構造、又は、閉鎖フラップ自体に配置することができる。したがって、電極は、固定式で
車体構造に固定される調節方向の支持構造、又は、それに対して調節可能なフラップの、
一方に配置される。
【００４４】
　一実施形態において、調節機構は、駆動装置に連結され、異なる旋回軸を中心に旋回し
得る少なくとも２つの旋回レバーを備えたレバー機構を有する。この場合、外力により作
用して閉鎖フラップを調節する調節力は、このレバー機構を介して伝達できる。
【００４５】
　閉鎖フラップを調節するため、第１の旋回レバーは、駆動装置により駆動される駆動シ
ャフトにより、その旋回軸を中心に旋回可能であることが好ましく、安定化のために用い
られる第２の旋回レバーは、閉鎖フラップの調節により、その旋回軸（好ましくは、他方
の旋回軸に平行である）を中心に旋回できる。
【００４６】
　したがって、少なくとも１つの第１の旋回レバーは、駆動装置により駆動され、一方で
、少なくとも１つの第２の旋回レバーは、閉鎖フラップとのその連結によってのみ調節さ
れ、前記少なくとも１つの第１の旋回レバーとの組み合わせにより、閉鎖フラップ開閉時
の調節経路を予め規定する。したがって、２つの異なる第１及び第２の旋回レバーは、閉
鎖フラップに異なる箇所で、好ましくは関節式に、連結され、結果として、閉鎖フラップ
は開閉時に、旋回軸に平行な配向を維持する。したがって、閉鎖フラップは、旋回可能な
旋回レバーを備えたレバー機構によって単に回し上げられるものではなく、むしろレバー
機構により駆動され、開かれる際に、第１の空間方向と、該第１の空間方向を横断する第
２の空間方向に沿って配向した状態が維持される調節移動を行うことができる。このよう
にして、例えば、開放される際に、閉鎖フラップは、最初に、接続部材及び／又はポート
を少なくとも部分的に囲む支持体縁から上昇し、その後に、接続部材及び／又はポートに
外側からアクセス可能となるよう、横方向に離れるように枢動する。レバー機構による閉
鎖フラップのこのような調節性は、特に、旋回レバーの旋回軸が蓋付口に対して中心を外
れて伸びる、すなわち、蓋付口の中心を伸びる長手方向軸又は横方向軸に対してオフセッ
トすることにより最適化され得る。
【００４７】
　上記の調節移動は、代替的に又は付加的に、角度レバーとしての１つ以上の旋回レバー
の形成によっても支援できる。ここで、角度レバーは、≠１８０°の角度（すなわち、１
８０°ではない）、好ましくは、４５°～１３５°の範囲で互いに対して伸びる２つのリ
ムを有するレバーであると理解される。このような角度レバーは、好ましくは、各旋回軸
を中心に旋回し得る状態で、その２つのリムの一方の端部において取り付けられる。
【００４８】
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　閉鎖フラップは、車両上に正しく取り付けられた状態の調節機構によって、外力により
作動し、安定的に、かつ省スペースとなる形で、
　車両の垂直軸に対して、基本的に上向き若しくは下向きに開かれ、又は
　車両の長手方向軸に対して、基本的に前向き若しくは後ろ向きに開かれ得る。
【００４９】
　この構成において、先に説明したように、閉鎖フラップの空間的な配向が車両の垂直軸
及び／又は車両の長手方向軸に対して変化しない調節経路が、レバー機構により閉鎖フラ
ップに対して予め規定されることが好ましい。したがって、閉鎖フラップは、外力で作動
される調節中に、閉鎖フラップが傾斜又は回転しない状態で、レバー機構に連結される。
【００５０】
　一実施形態において、全ての旋回レバー又は少なくとも１つの旋回レバーはそれぞれ、
レバー端において、例えば、クリップ連結により閉鎖フラップに連結される。
【００５１】
　調節力を旋回レバーに伝達するために、駆動装置は、ギア機構を備えていてもよい。こ
の構成において、例えば、駆動装置の駆動モータにより駆動され得る第１のギアホイール
部材は、回転可能に固定された状態で、少なくとも１つの旋回レバーに接続される第２の
ギアホイール部材と歯合する。一実施形態において、ギアホイール部材の一方は、例えば
、ウォームギアの形をとる。
【００５２】
　一実施形態において、駆動される第２のギアホイール部材は、回転可能に固定された状
態で駆動シャフトに接続され、該駆動シャフトに旋回レバーの少なくとも１つが、駆動ト
ルクをこの旋回レバーに伝達するために、固定される。
【００５３】
　代替的な実施形態の変形例において、駆動される第２のギアホイール部材は、例えば、
１つ以上のベアリングピンにより、回転可能に固定された状態で、1つ又は複数の旋回レ
バーが接続されるベアリング部に固定される。これに基づく発展形において、互いに平行
に配向する２つの旋回レバーが、調節ボウ（弓状調節部材）の一部をなし、この目的で、
接続部品により、好ましくは、閉鎖フラップに接続されているそのレバー端において、互
いに堅固に接続されている。ここでは、２つの旋回レバーを有する調節ボウは、例えば、
ベアリング部と共に一体のピースとして形成されている。ここで、調節ボウを可能な限り
コンパクトな形で閉じた状態の閉鎖フラップに収容するために、旋回レバーは、好ましく
は、駆動される第２のギアホイール部材を有するベアリング部に対して一定の角度をなし
て伸びる。ここで、駆動される第２のギアホイール部材はまた、ベアリング部上に一体的
に形成でき、該ベアリング部は、駆動装置の駆動モータにより駆動され得る第１のギアホ
イール部材が歯合する外側歯合システムを形成する。第２のギアホイール部材が、別個の
部品として形成されて、回転可能に固定される状態でベアリング部に接続される場合には
、ベアリング部及び第２のギアホイール部材は、異なる材料からより容易に製造すること
ができる。例えば、一体的に形成された調節ボウを備え、２つの旋回レバーを有するベア
リング部は、軽量化のためにプラスチックから製造することができ、一方で、第２のギア
ホイール部材は、金属材料から製造することができる。
【００５４】
　一実施形態において、互いに対して平行に伸び、接続部品により互いに堅く連結された
２つの（第１の）旋回レバーを有する調節ボウが設けられ、該調節ボウは、閉鎖フラップ
を調節するために、駆動装置の駆動モータにより駆動することができる。さらに、複数の
更なる（第２の）旋回レバー、あるいは単一の更なる（第２の）旋回レバーをもうけ、こ
の旋回レバーによって、調節移動が行われる際のレバー機構の旋回軸に対する、閉鎖フラ
ップの配向を一定に保持してもよい。一実施形態において、調節ボウ及び１つの更なる旋
回レバーは、閉鎖フラップの閉位置において、旋回して収納された調節ボウのレバー端が
、接続部材及び／又はポートに隣接して配置され、１つの更なる旋回レバーのレバー端が
前記接続部材及び／又はポートの上または下に突出するように配置・搭載されてもよい。
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特にこのような実施形態（変形例）においては、１つの旋回レバーは、パネル部の貫通口
を通じて案内されるものであってもよい。ここで、このパネル部は閉じた状態閉鎖フラッ
プに対向し、電子システム及び調節機構の駆動装置の少なくとも一部を覆い、結果として
、（好ましくは、それ自体は駆動されずに同期される）１つの旋回レバーの取付け箇所は
、パネル部により隠されるため、（閉鎖フラップが開いている場合であっても）外側から
見えない。
【００５５】
　１つの例示的な実施形態では、閉鎖機構の筐体様の支持構造上で旋回軸を中心に旋回可
能であるように、対で取り付けられる４つの旋回レバーが提供される。この支持構造に対
して、閉鎖フラップが調節され得る。駆動装置も、この支持体上又は内部に配置され得る
。
【００５６】
　接触が生じた際に感知するように構成される操作者制御部材を、閉鎖フラップを閉じる
ために設けてもよい。この場合、操作者制御イベントが検出されるためには、ユーザは、
操作者制御部材と能動的に接触し、又は、同部材を押す必要さえもある。当然、代替的に
又は付加的に、開いた状態の閉鎖フラップの閉鎖を引き起こすために、さらに、ジェスチ
ャ検出システムを実装してもよい。したがって、例えば、露出した接続部材及び／又は露
出したポートの方向へのワイプ動作（好ましくは、閉鎖フラップがこれに沿って調節され
、特に摺動しうる調節軸に沿ったワイプ動作）を、開かられた状態の閉鎖フラップを閉じ
るための操作者制御イベントとして検出することができる。
【００５７】
　さらに、閉鎖機構の視野に少なくとも一つの表示部材を設けて、（具体的にはその時点
の閉鎖フラップの位置などの）調節機構の作動状態、車両の燃料タンク若しくは電池の充
填レベルなどの、及び／又は、閉鎖フラップを調節するために行われる指の動作若しくは
手の動作の指示などを、ユーザに対して視覚的に表示してもよい。このような表示部材は
、１つ以上のＬＥＤを含むことが好ましい。
【００５８】
　したがって、
　外力による作動により閉鎖フラップの調節を制御するために提供される少なくとも１つ
のセンサ部材であって、それにより、閉鎖フラップを調節するための操作者制御イベント
として評価され得るユーザの指の動作又は手の動作を感知可能であるセンサ部材と、
　少なくとも１つの表示部材であって、調節機構の動作状態及び／又は車両の燃料タンク
若しくは電池の充填レベル、並びに、閉鎖フラップを調節するために行われる指の動作若
しくは手の動作の指示の両方を、ユーザに対し視覚的に表示するために設けられた表示装
置と、
を提供することができる。
【００５９】
　ここでは、センサ部材は、先に説明されたように、静電容量感知デバイスの一部であっ
てもよい。このデバイスにより、操作者制御イベントを非接触式で、調節、特に、閉鎖フ
ラップの開閉のために検出できる。
【００６０】
　したがって、例えば、閉鎖フラップの現在の位置及び車両の燃料タンク又は電池の充填
レベルが、例えばＬＥＤのライトレールを含む少なくとも１つの表示部材により、ユーザ
に対して表示される。例えば、これについて、ＬＥＤは、各充填レベルの関数として、異
なる色又は光強度で発光し得る。更に、同じＬＥＤを、特定の配列で個々に、又はペアで
、又はグループで交互に発光するような方法で作動させ、操作者制御イベントとして検出
され得る指の動作又は手の動作を行うべき方向をユーザに表示し、結果としてユーザの動
作が、（検知許容範囲の）操作者制御イベントとして検出され得るようにしてもよい。
【００６１】
　本発明の更なる態様によれば、閉鎖フラップの調節移動を制御するための方法が提供さ
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れる。
【００６２】
　ここでは、車両の蓋付口は、少なくとも部分的に、閉鎖フラップによっても閉じられ得
る。閉鎖フラップが開いている場合、この蓋付口により、液体充填用のライン及び／又は
ポートを接続するための接続部材にアクセス可能となる。閉鎖フラップを外力による作動
により調節するために、本発明により提供される駆動装置は、一方で、非接触式で検出さ
れる操作者制御イベントに応じて作動して閉鎖フラップを開き、他方では、閉鎖フラップ
が閉じる際に、仮に閉鎖フラップの調節経路において障害物が非接触式で挟み込み防止機
構により検出された場合には、自動的に停止されるか又は逆戻りする。したがって、本発
明による制御方法では、非接触式でトリガーされ得る閉鎖フラップの調節のためのセンサ
システムに加えて、閉鎖フラップが蓋付口に正しく配置された場合に、閉じつつある閉鎖
フラップと車両の車体構造との間での障害物の挟みこみを防止するために、挟み込み防止
機構も提供される。
【００６３】
　この構成において、電子部品を最適化し、その数を節約するために、少なくとも１つの
電極が、本発明による制御方法の実施形態の変形例の範囲内で、二重の機能で動作し得る
。
【００６４】
　第１の代替手段によれば、例えば、
　（ａ）閉鎖フラップを開くために、少なくとも１つの電極により取得される測定値が閾
値を超えたか否かが評価され、
　（ｂ）閉鎖フラップが閉じる際に、少なくとも１つの電極により取得される少なくとも
１つの測定値を期待値と比較される。
【００６５】
　したがって、少なくとも１つの電極は、閉鎖フラップが閉じている場合と、閉鎖フラッ
プが閉じる途中とで、異なる機能に使用される。
【００６６】
　これは、代替的な実施形態の変形例における場合にも基本的に適用される。この変形例
においては、
　（ａ）閉鎖フラップの開放をトリガーする操作者制御イベントを検出するために、閉鎖
フラップを開くための測定値を取得するために使用され、
　（ｂ）閉鎖フラップが閉じる際に、電磁遮蔽に使用される、
少なくとも１つの電極が提供される。
【００６７】
　この詳細は、本発明による調節機構の対応する実施形態について、既に先に説明されて
いる。
【００６８】
　したがって、本発明による制御方法は、本発明にしたがって構成された調節機構により
実行できる。したがって、本発明による調節機構について、上記及び以下で説明された利
点及び特徴は、本発明による制御方法の実施形態にも適用され、その逆も可能である。
【００６９】
　添付の図面は、本発明の例示となりうる実施形態の変形例として例証する。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１Ａ】横方向に調節可能な閉鎖フラップ（図示せず）を有する、本発明による調節機
構の例示的な実施形態を示す図である。
【図２】図１Ａの調節機能の別の状態を示す図である。
【図２Ａ】図１Ａの調節機構を別の視点から示す図である。
【図２Ｂ】図２の調節機構を別の視点から示す図である。
【図３Ａ】閉状態にある閉鎖フラップを有する、図１Ａ～２Ｂの調節機構を示す図である
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。
【図３Ｂ】開状態にある閉鎖フラップを有する、図１Ａ～２Ｂの調節機構を示す。
【図４Ａ】図１Ａ～３Ｂの調節機構を示す側面図である。
【図４Ｂ】図１Ａ～３Ｂの調節機構の別の状態を示す側面図である。
【図４Ｃ】図４Ｂの調節機構を別の方向から見た側面図である。
【図５Ａ】一方で、ユーザに視覚的に、動作状態及び／又は燃料タンク若しくは電池の充
填レベルについての情報を通知し、他方で、閉鎖フラップを開くように行われるジェスチ
ャについての情報を提供する表示装置を有する、本発明による調節機構を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ａの調節機構使用時の一段階を示す図である。
【図５Ｃ】図５Ａの調節機構使用時の別の段階を示す図である。
【図５Ｄ】図５Ａの調節機構使用時の別の段階を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００７１】
　図１Ａ～４Ｃに、本発明による調節機構Ｖの第１の例示的な実施形態を示す。この調節
機構Ｖは、支持構造体として、車両の車体構造部分へ取付けるために設けられた支持フレ
ームＴを有する。ここで、支持フレームＴは、取付け部ＢＦを介して、車体構造部に固定
さできる。支持フレームＴは、支持フレームＴ上に調節可能に取り付けられている閉鎖フ
ラップＫにより閉鎖され得る蓋付口ＢＯを囲んでいる。支持フレームＴにより囲まれる接
続領域ＡＢは、閉鎖フラップＫが開いている場合、蓋付口ＢＯを介してアクセス可能とな
る。接続ソケットＡは、この接続領域ＡＢにおいて、ラインを接続するための接続部材と
して設けられる。接続ソケットＡは、例えば、充電ケーブルの差し込みのために用いられ
る。したがって、例えば電気自動車の電池は、接続ソケットＡを介して充電可能である。
【００７２】
　ここで、閉鎖フラップＫは、正しく取り付けられた状態において、駆動装置３による外
力によって作動され、具体的には、基本的に側方に車両の長手方向軸に対して、後方に向
かって（又は前方に向かって）調節され得る。ここでは、閉鎖フラップＫを開閉するため
の調節移動は、駆動装置３のモータ３１により制御される。ここで、モータ３１は、ギア
機構により、調節移動を閉鎖フラップＫに伝達するレバー機構２を駆動させる。ギア機構
は、モータ３１により駆動され駆動ウォーム３３’の形をとる第１のギアホイール部材と
、第１のギアホイール部材と歯合し、ギアホイール２０１’の形をとる第２のギアホイー
ル部材とにより形成される。
【００７３】
　特に、図１Ａ～２Ｂを参照して、図示されるように、支持フレームＴは、支持フレーム
Ｔ内の２つの空間同士を旋回軸Ｓ１及びＳ２の延在方向に対して横方向に分離する隔壁Ｓ
Ｔを有する。この構成において、接続領域ＡＢは、接続ソケットＡと共に第１の空間に配
置される。駆動装置３は、第１の空間から分離されて、レセプタクルＬを形成する第２の
空間に、駆動モータ３１及びギア機構と共に完全に収容される。
【００７４】
　閉鎖フラップＫの閉鎖状態において、特に、調節機構の調節ボウ２１は、レセプタクル
Ｌに閉位置で完全に収容される。この調節ボウは、レバー機構２の２つの旋回レバー２ａ
及び２ｂにより形成される。同旋回レバー２ａ及び２ｂ同士は、その突出した（上方）レ
バー端において、連結部２１０により堅く連結されている。Ｕ字型に形成された調節ボウ
２１は、連結部２１０により、閉鎖フラップＫの内側において確実にロックする形で保持
され、閉鎖フラップＫに関節式に連結される。
【００７５】
　加えて、ベアリング部２２が、調節ボウ２１の旋回レバー２ａ及び２ｂの他の２つの（
下方）端間に形成され、支持フレームＴに連結されている。このベアリング部２２は、好
ましくは、プラスチックから製造され、駆動装置３のギア機構の第２のギアホイール部材
としてのギアホイール２０１’を支持する機能を果たす。この構成において、このギアホ
イール２０１’は、ベアリング部２２上に回転可能に固定される形で、ギアホイール２０
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１’の両端面上に突出するベアリングピン２０’により配置される。　このようにして、
ギアホイール２０１’の回転により、旋回軸Ｓ１を中心にした調節ボウ２１並びにその２
つの旋回レバー２ａ及び２ｂが旋回する。
【００７６】
　ギアホイール２０１’を回転させるために、駆動装置３の駆動ウォーム３３’の形の第
１のギアホイール部材が設けられている。この駆動ウォーム３３’は、ギアホイール２０
１’と歯合して、閉鎖フラップＫを開閉させる。本実施形態では、閉鎖フラップＫの開閉
中に、閉鎖フラップＫを常に確実に旋回軸Ｓ１と平行に配向させ、旋回軸Ｓ１を横断する
方向に対しても平行に配向させるため、レバー機構２は、２つの旋回レバー２ａ及び２ｂ
を有する調節ボウ２１に加えて、１つの更なる旋回レバー２ｃを有する。後者は、駆動モ
ータ３１により直接駆動されないが、その代わりに、第２の旋回軸Ｓ２を中心に支持フレ
ームＴ及び閉鎖フラップＫに連結されるため、閉鎖フラップＫが調節される際にのみ調節
される。閉鎖フラップＫが、旋回軸Ｓ１に対して傾くことは、この更なる１つの旋回レバ
ー２ｃにより防止される。同旋回レバー２ｃは、閉鎖フラップＫの更なるベアリング点を
定義する。
【００７７】
　上記１つの旋回レバー２ｃは、角度付レバーとして形成されている。１つの旋回レバー
２ｃは、この構成において、支持フレームＴ上で、閉じている閉鎖フラップＫの内側に面
するパネル部の後ろで支持される。長手方向に伸びるベアリングスロット４の形をとる貫
通口が、このパネル部に設けられる。１つの旋回レバー２ｃは、そのレバー端２１０ｃ（
関節式に閉鎖フラップＫに連結される）がベアリングスロット４に挿通された状態で、こ
のベアリングスロット４において、旋回軸Ｓ２に対して横方向に案内される。ここで、調
節機構Ｖが正しく取り付けられた状態では、ベアリングスロット４は、車両の長手方向軸
に対して基本的に平行に伸びる。
【００７８】
　電子部品及び駆動装置３の一部をコンパクトな様式で収容するために、筐体部５が、支
持フレームＴ内、特に、隔壁ＳＴにより接続ソケットＡから分離された空間内に設けられ
る。調節ボウ２１は、それが図１Ａ及び２Ａに示すように旋回されるときに、すなわち、
閉鎖フラップＫが閉位置に位置するときに、この筐体部５の周囲に係合する。
【００７９】
　図１Ａ～４Ｃに示す調節機構Ｖの場合、閉鎖フラップＫは、レバー機構２に連結される
が、その際閉鎖フラップＫは、最大に開いた位置でも、常に筐体部５を有する空間を少な
くとも部分的に覆っており、接続ソケットＡを備えた視認される領域のみへアクセスし得
る状態となる。したがって、図３Ｂに対応する開位置において、閉鎖フラップＫは、特に
単一の旋回レバー２ｃと同様、調節ボウ２１及びベアリング部２２も完全に覆う。
【００８０】
　単一の旋回レバー２ｃにより閉鎖フラップＫを閉じた位置において、接続ソケットＡを
密封状態で閉じるために、平板状又は環状の密封部材ＤＡが、閉鎖フラップＫの下側に設
けられている。この密封部材ＤＡは、閉鎖フラップＫが閉じられた場合、レバー機構２に
より、接続ソケットＡに対して押し付けられる。これについては、特、図４Ａ～４Ｃによ
り、より詳細に図示される。
【００８１】
　閉鎖フラップＫを外力による作動により調整して、図３Ａの正面図に示されるように閉
鎖フラップＫが蓋付口ＢＯを完全に覆う閉位置にするために、操作者制御部材を、車両上
若しくは車内及び／又はリモートコントロールシステムに設けてもよい。図示された実施
形態では、操作者制御部材は、（適切であれば付加的に）アクセス可能な接続ソケットＡ
の領域に直接設けられる。ここで、この操作者制御部材は、センサ部材ＳＥを備え、これ
によってユーザによってトリガーされた操作者制御イベントを検出できる。例えば、セン
サ部材ＳＥは、非接触式でユーザの指又は手により行われた動作を、検知許容範囲の操作
者制御イベントとして検出する静電容量式感知デバイスの一部である。
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【００８２】
　ユーザが実行するジェスチャにより閉鎖フラップＫを開くために、設定機構Ｖは、２つ
のセンサデバイス１ａ及び１ｂを有する。ここでは、センサデバイス１ａ及び１ｂはそれ
ぞれ少なくとも１つの（センサ）電極を備えており、これによって閉じられた閉鎖フラッ
プＫの正面で行われる手の動作、特に、ワイプ動作を、閉鎖フラップＫを開くための操作
者制御イベントとして静電容量によって検出する。この構成において、センサデバイス１
ａ及び１ｂはそれぞれ回路基板を備え、これによって駆動装置３を作動させるための電圧
源と電子制御ユニットとの間を電気的に接触させる。制御デバイス１ａ及び１ｂの電極は
それぞれ、例えば、リードフレームにより形成され、支持構造Ｔの（プラスチック）材料
に埋め込まれ得る。
【００８３】
　２つのセンサデバイス１ａ及び１ｂは、閉鎖ソケットＡの両側に配置されており、結果
として、接続ソケットＡ上のワイプ動作を、２つのセンサデバイス１ａ及び１ｂにより安
定的に検出できる。取付け空間を有効に使用するために、ここでは、一方の（第２の）セ
ンサデバイス１ｂは、レセプタクルＬ内で閉鎖フラップＫの方向に突出する筐体部５に配
置される。接続ソケットＡの横方向に（ここでは、右側に）存在する取付け空間は、一方
で、調節ボウ２１を閉鎖フラップＫの閉位置に移動させ、それをコンパクトな状態でしま
い込むために、また他方では、調節ボウ２１の領域における操作者制御イベントの非接触
検出を感知するために、最適な度合いで使用され得る。例えば、センサデバイス１ｂが、
筐体部５の閉鎖フラップＫに面するカバー面の近傍に配置された場合、操作者制御イベン
トは、特に、プラスチックで作製された閉鎖フラップＫの場合には、静電容量値を変化さ
せることにより、非接触式で実質的に最適な度合いで感知できる。例えば、プラスチック
又は他の非導電性材料で作製され、容量性カップリング部材として、例えば、箔の形の導
電性部材を備える閉鎖フラップＫを設けてもよい。したがって、測定範囲は、操作者制御
イベントを感知するような方法で形成され、及び／又は拡大され得る。
【００８４】
　閉鎖フラップＫが開いている場合に視認される調節機構Ｖの領域、特に接続ソケットＡ
の周り、の美観のため、センサデバイス１ａ及び１ｂは、パネル部Ｂにより覆われる。こ
の構成において、パネル部Ｂは、センサデバイス１ａを接続ソケットＡの左に、センサデ
バイス１ｂ及び筐体部５の上側を接続ソケットＡの右に覆い、また接続ソケットＡを囲む
エッジを覆い、結果として、均一で平坦な表面が利用可能となる。この構成において、パ
ネル部Ｂは、プラスチック材料を一体的に射出成形することにより、あるいはパネルの後
付けによって形成できる。
【００８５】
　互いに離間したセンサデバイス１ａ及び１ｂはそれぞれ、１個又は複数の電極、好まし
くは、２つの電極により構成でき、異なる機能のために設けることができる。これによっ
て、閉じられた閉鎖フラップＫの正面で実行されるジェスチャを、センサデバイス１ａ及
び１ｂにより、閉鎖フラップＫを開くための操作者制御イベントとして検出できる。加え
て、閉鎖フラップＫが閉じる際に、閉鎖フラップＫを閉じる調節経路に障害物がある場合
には、センサデバイス１ａ及び１ｂ又はそれらの電極及び図３Ａに模式的に図示される電
子制御ユニット７によって、障害物を検出できる。閉鎖フラップＫを開くためには、（基
本静電容量に対して上昇した）静電容量が閾値を超え、従ってユーザの手が閉鎖フラップ
Ｋに近づいてワイプ動作を行ったかどうかを判定するために、センサデバイス１ａ及び１
ｂにより絶対値の測定が行われるのに対し、閉鎖フラップが動くときには、センサデバイ
ス１ａ及び１ｂにより測定される値が参照値として用いられる実験値と対比される。測定
値が、電子制御ユニット７のメモリに記憶されている期待値に対して許容可能な程度を超
えて異なる場合、閉鎖フラップＫの調節経路に、特に、閉鎖フラップＫの内側と車両の車
体構造との間に障害物があり、閉じられる閉鎖フラップＫにより挟まれる可能性があると
判定される。このような場合には、閉鎖フラップＫの調節移動は、自動的に停止され又は
逆戻りする。この目的で、電子制御ユニット７は、駆動装置３に接続される。
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【００８６】
　閉鎖フラップＫが閉じる際に使用される期待値は、例えば、障害物がない場合に開いて
いる閉鎖フラップＫをその閉位置（又は開位置）へ調節した場合に較正することにより記
憶されている。したがって、期待値は、支持構造Ｔに対する閉鎖フラップＫの調節位置が
異なる場合についてそれぞれ記憶される。適切であれば、障害物の無い複数の場合におけ
る複数回の調節も、位置分解を行いながら複数の期待値を記憶するために使用することが
できる。　障害物の無い場合の複数の調節サイクルが使用される場合、期待値は、例えば
、取得された測定値の平均値により生成され、記憶される。
【００８７】
　記憶された期待値を適用して調節を行う場合に、任意の磨耗現象又は周囲の影響の変化
を許容するように、所定回数の障害物の無い調節サイクルを記憶後に、期待値を自動的に
適用することにしてもよい。これによって、センサデバイス１ａ及び１ｂによって（も）
決定される、挟み込み防止機構の誤始動のリスクを低下させることができる。
【００８８】
　図３Ａ、３Ｂ、及び４Ｂにより図示されるように、一実施形態において、（更なる）電
極１１、１２、１３、及び１４を閉鎖フラップＫ自体に配置し、閉鎖フラップＫの開閉の
ためのジェスチャを検出するために使用してもよい。こここでは、対で配置されて存在す
る電極１１、１２及び１３、１４を、この構成におけるセンサデバイス１ａ及び１ｂの電
極に代えて又はこれらに加えて設けることができる。
【００８９】
　一実施形態において、電極１１、１２、１３、及び１４が付加的に設けられ、閉じてい
る閉鎖フラップＫを開くためのジェスチャを、これらにより検出すつこともできる。閉鎖
フラップＫが閉じる際に、閉鎖フラップＫ上の（外側の）電極１１、１２、１３、及び１
４は、閉じつつある閉鎖フラップＫの調節経路に障害物があれば検出するセンサデバイス
１ａ及び１ｂの（内側）電極に対して、外側に対する保護電極として機能する。したがっ
て、閉鎖フラップＫの電極１１、１２、１３、及び１４は、閉鎖フラップＫの調節方向に
依存して異なって作動する。　閉鎖フラップＫが閉じている場合の機能か、閉じられるべ
き状態の機能かに応じ、検出機能から保護機能へ、又はその逆への切替えが行われる。
【００９０】
　閉鎖フラップＫに一体化された４つの電極１１、１２、１３、及び１４のみが設けれら
た一実施形態において、これらは、対で異なる作動をすることができ、具体的には、閉鎖
フラップＫが閉じていか、閉じられるべき状態にあるかに応じた機能で作動できる。　
【００９１】
　閉鎖フラップＫが閉じている場合、例えば、電極対１１、１２、１３、及び１４の両方
により、記憶されている閾値に基づいて、ユーザが、閉鎖フラップＫを開くために、閉鎖
フラップＫ上において手を左から右にワイプ動作を実行したか否かが評価され、ついで、
このワイプ動作は、閉鎖フラップＫの開放のトリガーとなる操作者制御イベントとして評
価される。開いている閉鎖フラップＫを閉じる際に、対照的に、縁部側電極１１及び１４
が、保護電極として作動し、一方で、内側電極１２及び１３が、閉鎖フラップＫが閉じる
最中の挟み込みの可能性を検出するために使用される。
【００９２】
　したがって、４つの電極１１、１２、１３、及び１４は全て、挟み込み防止機構の一部
でもある。ただし、内側電極１２及び１３から取得される測定値のみが、記憶されている
期待値と比較され、これによって１つ又は複数の期待値から許容範囲を超える大きな逸脱
が生じた場合に、挟み込み発生の可能性があると判定して、閉鎖フラップＫの調節を停止
させる又は逆戻しする。ただしここでは、調節機構Ｖが開かれ、また場合によってはジェ
スチャ制御下で閉じられ得ることだけでなく、ジェスチャ検出にも使用される同じ電極を
少なくとも部分的に用いることにより利用可能となる、静電容量により作動する挟み込み
防止機構が提供されることも重要である。
【００９３】
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　１つの発展形において、閉鎖フラップＫが閉じている場合、エネルギーを節約するため
に、電子制御ユニット７が、所定のアイドル時間後に自動的にスリープモードに変わる構
成としてもよい。スリープモードにおいて、１つの電極のみによって、物体が閉じている
閉鎖フラップＫに近づいたか否かがモニターされる。この電極により取得された測定値が
、記憶されている閾値を超えた場合、電子制御ユニット７が起動される。制御ユニット７
は、動作モードに変化し、同モードにおいて、少なくとも１つの更なる電極、例えば、セ
ンサデバイス１ａ、１ｂのうちの一方又は電極１１～１４のうちの１つにより、閉じてい
る閉鎖フラップＫの周囲におけるジェスチャの発生をモニターし、閉鎖フラップＫの開放
をトリガーする。
【００９４】
　図面に図示されていない１つの変形例では、少なくとも１つの電極が閉鎖フラップＫの
内側の比較的近く配置され、少なくとも１つの電極が閉鎖フラップＫの外側の比較的近く
に配置されるように、閉鎖フラップＫに電極が配置される。ここでは、ついで、（内側）
電極は、閉鎖フラップＫが閉じているとき、および開放が生じた際に、シールディングと
して機能する。一方、他の（外側）電極は、操作者制御イベントを検出し、場合によって
は、開いている閉鎖フラップＫの調節経路における障害物を検出するために使用される。
閉鎖フラップＫが閉じる際に、少なくとも１つの（外側）電極は、逆にシールディングを
提供するように機能し、一方、他の（内側）電極は、測定機能を行い、ついで、この構成
においては挟み込み防止機構の一部として、閉じている最中の閉鎖フラップＫの調節経路
において生じうる障害物の発生をモニターする。この構成において、個々の電極は、接地
（基準電位）に対して測定し得る。加えて、この構成において、電極は、閉鎖フラップＫ
上で又は閉鎖フラップＫ中で、一方が他方に重なったサンドイッチ構造で配置されてもよ
い。
【００９５】
　代替的に又は付加的に、閉鎖フラップＫの開閉を、調節機構Ｖの単一の電極を用いて、
異なる測定原理で実施してもよい。例えば、開く（閉じる）ためには２電極法を実施して
もよく、閉じる（開く）ためには単一電極法を実施してもよい。２電極法の場合には、送
信電極及び受信電極を用いて、静電容量の変化が測定される。静電容量は、通常、物体が
閉鎖フラップＫに近づいた際には小さくなる。単一電極法では、接地（基準電位）に対す
る静電容量が測定される。この際測定された静電容量は、物体が近づいた際により大きく
なる。　
【００９６】
　特に、閉鎖フラップＫが開いている場合、車両の電池の充電状態及び／又は閉鎖フラッ
プＫを閉じるために実行すべきジェスチャを、ユーザに視覚的に知らせるため、表示部材
ＡＺが設けられており、これは正確に取り付けられた状態では、半透明のカバーＡＤによ
り保護される（特に、図１Ａ～２Ｂを参照のこと）。この表示部材ＡＺは、例えば、１つ
以上のＬＥＤを有するライトレールを含み得る。表示部材ＡＺで可能な操作の更なる詳細
は、以下で説明すえう図５Ａ～５Ｄに図示されている。
【００９７】
　図１Ａ～４Ｃに図示された実施形態では、レバー機構２の旋回軸Ｓ１及びＳ２は、中心
をはずれて、蓋付口ＢＯの縁部に近い領域に設けられている。このようにして、閉鎖フラ
ップＫは、角度付レバーとして形成された旋回レバー２ａ～２ｃと共に調節され、開放さ
れる際に、閉鎖フラップＫは接続ソケットＡから外れて（特に、最初に第１の空間方向Ｒ
１に）持ち上げられ、この持ち上げを伴う調節移動において、車両の長手方向軸に対して
後ろ向きに、基本的に持ち上げ方向に対して垂直に伸びる第２の空間方向Ｒ２に、移動さ
れる。ついで開位置において、閉鎖フラップＫは、車体構造の外側表面付近上に比較的短
い距離で配置され、そのため、開状態においても占める空間は比較的小さい。従って、閉
鎖フラップＫは、閉位置と開位置との間での調節において、レバー機構２により、最大程
度に前方に調節され、接続ソケットＡ及び支持フレームＴを囲む車体構造の外側表面から
、旋回軸Ｓ１又はＳ２を横断する方向に伸びる空間方向Ｒ１に最大程度に離れるが、完全
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な開位置にはない。
【００９８】
　本発明に従って構成され、レバー機構２を有する調節機構Ｖは、比較的コンパクトな設
計のものであるため、車体構造上に取付け空間をほとんど必要としない。加えて、この手
段により、蓋付口ＢＯを、密閉状態で閉鎖することができ、その際、レバー機構を用いて
十分に大きな力で、閉鎖フラップＫを密封シートに引き近づけ、あるいは密封シートから
引き上げることができる。
【００９９】
　図示された調節機構Ｖを簡単に取付けるためには、調節機構Ｖは、好ましくは、予め作
製された調節モジュールとして形成され、駆動装置３及びレバー機構２は、機能し得る形
で支持フレームＴに予め配置されており、このフレームＴが車体構造の開口内に挿入され
る。場合によっては、予め作製され、支持フレームＴ、駆動装置３、及びレバー機構２を
備えて機能し得る形で予め作成された調節モジュールに、閉鎖フラップを取り付けておい
てもよい。予め作製され、機能的に可能な調節モジュールに予め取り付けられ得る。操作
者制御イベントを調節機構Ｖ上で検出するためにセンサシステムを設け、かつ／又は、調
節機構Ｖ上に表示部材ＡＺを設ける場合、これらの部品も、完全に機能し得る形で予め調
節機構に取り付けられていることが好ましい。これによって、予備テスト可能であり、単
に車体に取り付けて電源、および場合によっては、上位の制御電子部品と接続すればよい
構造単位を提供することができる。
【０１００】
　（センサ部材ＳＥを有する）静電容量感知デバイスにより非接触形式で、閉鎖フラップ
Ｋを開くための操作者制御イベントが検出されるためには、ユーザが閉じている閉鎖フラ
ップＫの正面でどのよう手Ｈを動かすべきかの視覚的な指示を、表示部材ＡＺの複数の照
明手段（ここでは、ＬＥＤ６．１～６．６の形をとる）を用いて提供するために、表示部
材ＡＺを作動させ得る方法を図５Ａ～５Ｄに図示する。ここでは、個々のＬＥＤ６．１～
６．６は、前後に一列に配列され、蓋付口ＢＯの縁部領域（ここでは、上側の縁）に配置
されており、結果として、閉鎖フラップＫが閉じている場合でも、ＬＥＤ６．１～６．６
により発せられた光を見ることができる。
【０１０１】
　ここで、ユーザが自身の手Ｈを閉鎖フラップＫの正面で左から右に実行するワイプ動作
が、静電容量感知デバイスにより、閉鎖フラップＫを開くための許容可能な操作者制御イ
ベントとして評価される。手Ｈにより行われるジェスチャは、スライド動作を連想させる
が、この構成では、閉鎖フラップＫに手Ｈが触れることはない。個々のＬＥＤ６．１～６
．６が、単独で、ペアで、若しくはグループで、交互に及び／又は異なる色で点灯し、こ
こでは、（場合によっては特定の色の）光スポット又は光ストリップが左から右に移動す
るようにみえることによって、ユーザは、閉鎖フラップＫを開くために、自身の手Ｈも左
から右に移動させるよう指示を受ける。そのため、個々のＬＥＤ６．１～６．６は、例え
ば、次々に点灯し、閉鎖フラップＫの縁部において、「走光」が生じる視覚的印象が与え
られる。
【０１０２】
　閉鎖フラップＫが完全に開いている場合、この動作状態（「閉鎖フラップが開いている
」）は、表示部材ＡＺにより表示され、例えば、全てのＬＥＤ６．１～６．６が特定の時
間（例えば、３、４、又は５秒）、特に、所定の光の色、例えば、白色に一緒に点灯して
表示される。
【０１０３】
　閉鎖フラップＫが閉じている場合、その状態を示す視覚的信号も、ＬＥＤ６．１～６．
６により、例えば、個々のＬＥＤ６．１～６．６を一時的に及び／又は同調的に点滅させ
ることにより、事前に生成される。
【０１０４】
　更に、表示部材ＡＺは、ここでは、充電プラグが接続ソケットＡに差し込まれている場
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合、充電の進行もユーザに視覚的に表示されるような形で、表示電子部により形成され、
作動する。そのため、例えば、充電処理中に、ＬＥＤ６．１～６．６により形成される表
示部材ＡＺのライトレールを用いて、例えば、バーのサイズの増大を色の変化で表示する
。例えば、電池が切れている場合、ライトレールの端部における１つのＬＥＤ６．１のみ
が、赤色に点灯する。電池の充電プロセスが接続された充電プラグを介して行われる場合
、ついで暫くして、このＬＥＤ６．１及び隣接するＬＥＤ６．２が赤色に点灯し、ついで
、３つの隣接するＬＥＤ６．１、６．２、６．３が、赤色に点灯する。車両電池が更に充
電されると、４つのＬＥＤ６．１～６．４が一列に点灯し、ついで、更なるＬＥＤが、オ
レンジ色に点灯する。電池が実質的に又は完全に充電されると、最初にほとんど全て、つ
いで、全てのＬＥＤ６．１～６．６が、緑色に点灯する。充電処理の終了及び接続ソケッ
トＡからの充電プラグの脱離後、これも表示部材ＡＺを用いて視覚的に認識される。
【０１０５】
　結果として、調節機構Ｖ上の表示部材ＡＺは、調節機構Ｖの作動状態及び車両の電池の
充電状態をユーザに知らせるだけでなく、閉鎖フラップＫを調節するために行うべき手の
動作の視覚的指示をユーザに表示するためにも使用される。
【０１０６】
　例えば、図５Ａ～５Ｄにおける表示部材ＡＺとの組み合わせにおいて、閉鎖フラップＫ
は、以下の条件で開かれ得る。
・ユーザの手Ｈが、最初に、第１の（左側）電極対１１、１２に近づき、その結果、この
手段により感知される静電容量の顕著な変化が検出されること。
・ついで、ユーザの手Ｈが所定時間（例えば、１秒以上）の間、近づいた位置に留まり、
表示部材ＡＺがユーザに、自身の手を右に移動させて、右へのワイプ動作を実行すべきこ
とを視覚的に信号すること。
・ユーザが、実際に、自身の手を右に動かし、その結果、特徴的な（比較的大きな）セン
サ歪みが、（第１の電極対１１、１２では低下となり得るため）第２の電極対１３、１４
により検出されること。
【０１０７】
　これに対し、閉鎖フラップＫの閉鎖は、更に提供されたセンサ部材ＳＥを触る又は押す
ことによりトリガーされる。この構成において、例えば、センサデバイス１ａ及び１ｂの
（内側）電極は、閉じている最中の閉鎖フラップＫの調節経路に障害物がある場合を検出
し、挟み込みの発生前に、閉鎖フラップＫの調節移動を自動的に停止させ又は逆戻りする
ために、挟み込み防止機構の一部として動作する。ついで、閉鎖フラップＫに設けられる
（外側）電極１１、１２、１３、１４は、この構成において、閉鎖フラップＫの外側に存
在する物体を障害物として検出しないために、遮蔽を提供する目的で動作する。
　なお本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
〔態様１〕
　調節機構であって
　車両上の蓋付口（ＢＯ）を少なくとも部分的に閉じる閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）
であって、該閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）が開いた状態では、前記
蓋付口（ＢＯ）を介して、液体、特に、燃料を充填するためのライン及び／又はポートを
接続するための接続部材（Ａ）にアクセス可能となる閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）と
、
　操作者制御イベントに応じた外力により、前記閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）を調節
するための駆動装置（３）とを含み、
　前記駆動装置（３）に電子制御ユニット（７）が接続されており、
　該電子制御ユニット（７）は、
　非接触式検出される操作者制御イベントに応じて、前記駆動装置（３）を起動して前記
閉鎖フラップ（Ｋ）を開き、
　一方で、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の調節経路に
おける障害物が、非接触式で挟み込み防止機構により検出されると、前記駆動装置（３）
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を自動的に停止させるか又は逆作動させることを特徴とする、調節機構。
〔態様２〕
　態様１に記載の調節機構において、前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開く操作者制御イベント
を検出するために使用され、前記挟み込み防止機構の一部としても使用される、少なくと
も１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）を備えることを特徴とする、調節
機構。
〔態様３〕
　態様２に記載の調節機構において、前記電子制御ユニット（７）が、
　　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１
ｂ、１１、１２、１３、１４）により取得される測定値が、閾値を超えたか否かを評価し
、
　　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１
ｂ、１１、１２、１３、１４）により取得される少なくとも１つの測定値を、期待値と比
較するように構成されていることを特徴とする、調節機構。
〔態様４〕
　態様３に記載の調節機構において、調節経路に沿った前記閉鎖フラップ（Ｋ）の異なる
位置についての期待値がそれぞれ記憶されているメモリを備え、前記電子制御ユニット（
７）は、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ
、１１、１２、１３、１４）により取得された測定値を、前記記憶されている期待値と位
置解析を伴って比較するように構成されていることを特徴とする、調節機構。
〔態様５〕
　態様３又は４に記載の調節機構において、前記閾値を少なくとも所定の期間超える場合
、前記電子制御ユニット（７）が、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の開放を引き起こすように構
成されていることを特徴とする、調節機構。
〔態様６〕
　態様１～５のいずれか一態様に記載の調節機構において、前記電子制御ユニット（７）
に接続されている少なくとも２つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）を備え
ることを特徴とする、調節機構。
〔態様７〕
　態様３～５及び６のいずれか一態様に記載の調節機構において、前記少なくとも２つの
電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）及び前記電子制御ユニット（７）が、
　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために、操作者制御イベントとして、前記閉じて
いる閉鎖フラップ（Ｋ）の周囲で実行されるユーザの特定のジェスチャを検出し、
　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の調節経路に障
害物があるかを非接触式で判定するために、測定値を取得し、それらを、前記電子制御ユ
ニット（７）に記憶されている期待値と比較するように構成されていることを特徴とする
、調節機構。
〔態様８〕
　態様６又は７に記載の調節機構において、前記電子制御ユニット（７）が、前記閉鎖フ
ラップ（Ｋ）を開くために、異なる電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）により
取得された測定値が、所定の配列で、第１及び第２の閾値を超えるか否かを評価するよう
に構成されていることを特徴とする、調節機構。
〔態様９〕
　態様２に記載の調節機構において、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１
２、１３、１４）が、
　　（ａ）操作者制御イベントを検出するために、前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くための
測定値を取得するために使用され、
　　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、電磁遮蔽に使用されることを特徴とす
る、調節機構。
〔態様１０〕
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　態様９に記載の調節機構において、少なくとも１つの更なる電極（１４、１３、１２、
１１、１ｂ、１ａ）を、前記挟み込み防止機構の一部として備え、それによって、閉じら
れる前記閉鎖フラップ（Ｋ）の前記調節経路に障害物があればそれを検出するための測定
値が取得され、操作者制御イベントを検出して前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために使用
される前記電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）は、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が
閉じる際に、前記少なくとも１つの更なる電極（１４、１３、１２、１１、１ｂ、１ａ）
の保護電極として使用されることを特徴とする、調節機構。
〔態様１１〕
　態様９又は１０に記載の調節機構において、少なくとも３つの前記電極（１ａ、１ｂ、
１１、１２、１３、１４）を備え、前記電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）及
び前記電子制御ユニット（７）が、
　　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために、前記電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、
１３、１４）の一部により、閉じている前記閉鎖フラップ（Ｋ）の周囲で実行されるユー
ザの特定のジェスチャを操作者制御イベントとして検出し、
　　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）の前記調節経路に障害物があれば、これを非接触式で
判定するために、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、他の一部の前記電極（１ａ、１
ｂ、１１、１２、１３、１４）により測定値を取得し、該測定値を、前記電子制御ユニッ
ト（７）に記憶されている期待値と比較することを特徴とする、調節機構。
〔態様１２〕
　態様１１に記載の調節機構において、少なくとも２つの前記電極（１ａ、１ｂ、１１、
１２、１３、１４）が、前記ジェスチャを検出するために設けられ、２つの前記電極（１
ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）が、障害物があれば、これを検出するために設けら
れ、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じている場合に前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くジェスチ
ャを検出するために使用される少なくとも１つの電極（１１、１２、１３、１４）が、前
記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、保護電極として使用されるように設けられることを
特徴とする、調節機構。
〔態様１３〕
　態様１０又は１２に記載の調節機構において、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に保
護電極として使用される前記少なくとも１つの電極（１１、１２、１３、１４）が接地さ
れていることを特徴とする、調節機構。
〔態様１４〕
　態様１～１３のいずれか一態様に記載の調節機構において、前記電子制御ユニット（７
）に接続されている少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１３、１４）が、
前記調節機構（Ｖ）の接続素子（Ａ）及び／若しくはポートを有する支持構造（Ｔ）中に
、又は、前記閉鎖フラップ（Ｋ）上に配置されていることを特徴とする、調節機構。
〔態様１５〕
　閉鎖フラップ（Ｋ）の調節移動を制御する方法であって、
　前記閉鎖フラップ（Ｋ）は、該閉鎖フラップ（Ｋ、Ｋ１、Ｋ２）が開いている場合に、
液体、特に、燃料を充填するためのライン及び／又はポートを接続するための接続部材（
Ａ）へのアクセスを可能とする車両上の蓋付口（ＢＯ）を少なくとも部分的に閉じ得るも
のであり、駆動装置（３）による外力により調節され得るものである、方法であって、
　一方で、前記駆動装置（３）は、非接触式で検出される操作者制御イベントに応じて、
前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くように作動し、他方で、前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる
際に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）の調節経路の障害物が挟み込み防止機構により非接触式で
検出された場合、自動的に停止されるか又は逆作動することを特徴とする、方法。
〔態様１６〕
　態様１５に記載の方法において、
　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くために、少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１
１、１２、１３、１４）により取得される測定値が、閾値を超えたか否かを評価し、
　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、前記少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ
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、１１、１２、１３、１４）により取得される少なくとも１つの測定値を、期待値と比較
することを特徴とする、方法。
〔態様１７〕
　態様１５に記載の方法において、少なくとも１つの電極（１ａ、１ｂ、１１、１２、１
３、１４）を、
　（ａ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）の開放を引き起こす操作者制御イベントを検出するため
に、前記閉鎖フラップ（Ｋ）を開くための測定値を取得するために使用し、
　（ｂ）前記閉鎖フラップ（Ｋ）が閉じる際に、電磁遮蔽に使用することを特徴とする、
方法。
【符号の説明】
【０１０８】
　１ａ、１ｂ　　　センサデバイス／電極
　１１～１４　　　センサ電極
　２　　　　　　　レバー機構
　２０　　　　　　駆動シャフト
　２０’　　　　　ベアリングピン
　２０１’　　　　ギアホイール（第２のギアホイール部材）
　２１　　　　　　調節ボウ
　２１０　　　　　接続部
　２１０ｃ　　　　レバー端
　２２　　　　　　ベアリング部
　２ａ～２ｃ　　　旋回レバー
　３　　　　　　　駆動装置
　３１　　　　　　モータ
　３３’　　　　　駆動ウォーム（第１のギアホイール部材）
　４　　　　　　　ベアリングスロット（貫通口）
　５　　　　　　　筐体部
　６．１～６．６　ＬＥＤ（照明手段）
　７　　　　　　　電子制御ユニット
　Ａ　　　　　　　接続ソケット（接続部材）
　ＡＢ　　　　　　接続領域
　ＡＤ　　　　　　カバー
　ＡＺ　　　　　　表示部材
　Ｂ　　　　　　　パネル部
　ＣＦ　　　　　　取付け部
　ＢＯ　　　　　　蓋付口
　ＤＡ　　　　　　密封部材
　Ｈ　　　　　　　手
　Ｋ　　　　　　　閉鎖フラップ
　Ｌ　　　　　　　レセプタクル
　Ｒ１、Ｒ２　　　方向
　Ｓ１、Ｓ２　　　旋回軸
　ＳＥ　　　　　　センサ部材
　ＳＴ　　　　　　隔壁
　Ｔ　　　　　　　支持フレーム（支持構造）
　Ｖ　　　　　　　調節機構
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